
  

 

東京都における住宅宿泊事業への対応経過について 

 

対応方針（平成 30年 1月 24日現在） 

 

○対応地域：特別区・保健所設置市（八王子市・町田市）を除く市町村区域 

 

○実施制限：法 18 条による、区域制限は実施しない 

 

○条例制定：なし 

 

○パブリックコメント：東京都版ガイドライン 3 0 年 1 月下旬～2 月上旬 

 ・事前準備の指導、届出に関する指導、業務に関する指導、監督、 

関係機関との連携、その他 

 

○窓 口：東京都産業労働局観光部振興課 住宅宿泊事業調整担当 

 

    ＜法定標識＞               ＜簡素な標識＞ 

 

住宅宿泊事業（民泊） 
Private Lodging Business 

【    】 東京都届出済 
CERTIFIED 
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